
1 

 
 
 
 

地域づくり県土警察常任委員会資料 

（令和３年12月１日） 

 
 
 
 
 
 
 

陳情３年危機管理第30号 

（インターネット公開版） 
 
 
 
 
 
 

鳥 取 県 議 会 

 
 
 

 





3 

現 状 と 県 の 取 組 状 況 
 危機管理局（原子力安全対策課） 

【現 状】 

１ 島根原子力発電所２号機については、９月１５日の原子力規制委員会で新規制基準に適合していると判断され、審査書が了承され（審査合

格）、原子炉設置変更許可。 

２ 翌１６日には、審査合格を受けて、資源エネルギー庁長官から鳥取県知事に対して、再稼働に求められる安全性が確認されたことから、再

稼働を進めていくという国の方針について理解の要請があった。 

３ 中国電力は、県、米子市及び境港市からの要請に基づき、米子市、境港市の住民に対し、島根原発の概要、安全対策、新規制基準適合性審査

の状況等について説明を行った（境港市１０月１５日、米子市１０月１８日）。 

 

【県の取組状況】 

１ 県、米子市及び境港市は、島根２号機が新規制基準適合性審査に合格したことを受けて、島根２号機の審査結果、原子力防災の取組やエネ

ルギー政策などの説明を聞く機会を提供するため、住民説明会を５回開催し、そのうち避難先となる県中部・東部を対象とした避難計画説明

会を２回開催した。 

２ 県原子力安全顧問会議では、審査の申請が行われた平成２５年以降、各顧問からの専門的・技術的観点から抽出した論点について審査結果

を慎重に確認した。 

３ 米子市、境港市の住民団体代表で構成された原子力発電所環境安全対策協議会と県との合同対策会議を開催し、同協議会委員に対して、国

と中国電力からは島根２号機の審査結果、原子力防災、エネルギー政策、島根原発の概要と必要性の説明を行い、県原子力安全顧問からは県

原子力安全顧問会議での検証結果について説明を行った。 

４ 県、米子市及び境港市は、中国電力及び国に対し、住民に対する説明責任を果たし、理解を得るよう求めている。 

５ 県は、原子力安全顧問、住民、米子市及び境港市の意見を聞き、県議会とも協議を行い、その意向を踏まえて、慎重に判断していくこととし

ている。 
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